
 

一般送配電事業者による需給調整市場 三次調整力②に係る取引規程（案）に対する当財団の主張とパブコメ結果について 
 

提出した意見（１） パブコメ結果とそれに対する受け止め 
 
【該当箇所】 
取引規定（需要調整市場）案 9 頁 
（２）設備に関する要件 
イ 対象リソースに関する要件 
（ハ）発電リソースの場合は原則としてユニット単位で入札を行うこととする。（以下省略） 
 
【意 見】 

本取引規定では、三次調整力②市場に対しポジワット側のアグリゲーションの参入ができない

内容となっているが、参入できるようにすべきである。なお、「需給調整市場 説明会資料」14 頁

には、ポジワット側のアグリゲーションについて「継続検討中範囲」との記載がある。 
 
【具体的提案】 
需給調整市場において、ポジワット側のアグリゲーションが参入できるようにすべきである。

即時の実施が無理である場合、調整力市場への参入を計画する事業者が、検討・準備等の期間を

確保できるよう、具体的なスケジュールを明示する等配慮いただきたい。 
 
【理 由】 

今後限界費用ゼロの自然変動電源が大量導入され、優先給電されることなどで、卸売電力価格

が下落し火力発電などの収益性が低下することにより、系統の需給調整力が減少していくことが

予想される。このような中、あらゆる電源リソース、需要リソースを活用し、系統の安定化を図

っていく必要がある。 
電力広域的運営推進機関 需給調整市場検討小委員会が 2019 年 6 月に三次調整力②について取

り纏めた「需給調整市場（三次調整力②）について」(第１２回 資料３ー２）の 17 頁においても、

「リソースをアグリゲートして需給調整市場へ参入する場合、そのリソースには小規模な発電機

（自家発等）や DSR 等、様々な電源種が想定される。」とあり、それが実現されるよう市場を整

備するのが需給調整市場の活性化や電源リソースの活用に有効と考える。また、VPP 等を積極的

に推進する国の政策とも合致することになる。 
調整力市場に対し、より多くの事業者の市場参入を促進し、競争を活性化させることが、「調整

力コストの低減」、「系統の安定化」、といった公共の利益に繋がる。 
 

 
【パブコメ結果】 
パブコメに対し「逆潮流アグリケーションの調整力の活用

については国において現在検討中です。本議論を踏まえて対

応することとしたい。」との回答があった。 
 
【財団の受け止め】 
経済産業省が 2016 年 10 月に公表した「一般送配電事業者

が行う調整力の公募調達に係る考え方」においては、望まし

い対応として、「電源Ⅰの公募要領等において、原則として

ユニットを特定した上で容量単位による応札を受け付け

る。」、「電源Ⅱの公募要領等において、原則としてユニット

単位で募集する。」とされており、複数ユニットをアグリゲ

ーションして応札することを原則認めていない。 
しかしながら、2019 年 11 月に開催された第 43 回電力・

ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合において、逆潮流

アグリゲーションの調整力利用に関するニーズの拡大、社会

的意義が議論され、上記調整力公募ガイドラインの見直しが

検討されることが決定している。（別紙 1） 
当財団としては、同専門会合の議論を注視しながら、逆潮

流アグリケーションの調整力活用制度実現に係る働きかけ

を継続していく。 
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提出した意見（２） パブコメ結果とそれに対する受け止め 
 
【該当箇所】 
取引規定（需要調整市場）案 9 頁 
（２）設備に関する要件 イ 対象リソースに関する要件 
（ハ）発電リソースの場合は原則としてユニット単位で入札を行うこととする。ただし 
（以下省略） 
および 
取引規定（需要調整市場）案 24 頁 
（取引対象の⊿ｋW）第 26 条 
（８）最低入札量 
通信設備が専用線オンラインの場合は 5,000 キロワット、簡易指令システムの場合は 1,000 キロワ

ットを最低入札量とする。 
 
【意 見】 
本取引規定においては、三次調整力②市場に 1000ｋW 未満の発電機が参入できない内容となって

いるが、この下限値を緩和すべきである。なお、「需給調整市場 説明会資料」14 頁には、1000kW
未満の発電機に関し「継続検討中範囲」との記載がある。 
 
【具体的提案】 
調整力市場への参入を計画する事業者においては、検討・準備等の期間が必要となるため、早期に

入札量の下限容量緩和とそのスケジュールを明示する等配慮いただきたい。 
 
【理 由】 
調整力市場に対し、より多くの事業者の市場参入を促進し、競争を活性化させることが、「調整力

コストの低減」、「系統の安定化」といった公共利益に繋がる。 
 
 

【パブコメ結果】 
パブコメに対し、「最低入札容量は 1,000kW とさせて頂き

ます。」との回答があった。 
 
【財団の受け止め】 

最低入札容量については、電力広域的運営推進機関

(OCCTO)が 2018 年 4 月に「需給調整市場に関する意見募集」

を実施しており、新規参入の障壁となる最低入札容量につい

て緩和を求める要望が多く提出され、最低入札量が簡易指令

システムに対し 1,000kW に緩和された。ただし、要望とし

ては更なる緩和が求められていた（別紙２： OCCTO 第 6
回需給調整市場検討小委員会）。 
当財団としては、調整力市場への新規参入を促進し、競争

を活性化させることが、「調整力コストの低減」、「系統の安

定化」といった公共利益に繋がるとの考えのもと、引き続き

最低入札量の下限値引下げへ向け、働きかけを継続してい

く。 

 

 

 



 
出典：電力・ガス取引監視等委員会 第 43 回制度設計専門会合 資料 6 「調整力公募ガイドラインにおける逆潮流アグリゲーションの取扱いについて」 

別紙 1 



 
出典 OCCTO 第６回需給調整市場検討小委員会 「商品要件の見直しについて」 

別紙 2 


